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緒

戦
渋
者

の
慰
霊
祭
れ
は
、
当
初
神
戸
市
兵
痒
区
会
下
出
に
招
塊
斎
た
、
祭
壇
を
設
け
、

無
年
宦
民
合
同

で
斉
行
さ
れ
て

い
た
。
や
が
て
、
美
霊

の
勲
功
を
顕
彰
す
る
為

に
は
社
殿

を
定
立
し
、
永
久

に
御
本
斎
す
べ
し
と
す
る
県
民
各
層

の
熱
意

で
、
関
西
学
院
跡
地
的
ニ

十
千

に
索
木
流
と

の
神
殿

・
諸
社
殿
が
定
立
さ
れ
た
。
昭
和
十
六
年
六
月

に
は
内
務
右
指

定

の

「護
国
神
社
」

に
列
せ
ら
れ
た
が
、
昭
和

二
十
年
六
月
二
口
　
神
戸
大
空
製

の
為
、

准
晨
な
社
殿
及
び
琉
内

の
定
物
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。
戦
後
社
子
を

「兵
痒
御
霊

神
社
」
と
次
称
せ
ざ
る
を
行
な

い
な
ど
危
機
的
状
況
に
あ

っ
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
に
兵
痒
縣

神
戸
護
園
神
社
本
贅
会
が
設
立
さ
れ
、
社
殿

の
復
興
事
業
を
進
め
た
。
昭
和
二
十
七
年
に
は
社

号
も

「兵
痒
縣
神
戸
護
國
神
社
」
と
復
称
、
昭
わ
二
十
二
年

一
月
に
社
務
所
が
辣
戌
、
昭
わ
ニ

十
四
年
十

一
月
に
新
社
殿
も
復
興
し
、
そ
の
後
も
琉
内
整
備

。
本
殿
次
修
が
４
め
ら
れ
た
。
子

戌
七
年

の
阪
神
人
震
え
で
は
社
務
所
半
壊
な
ど
の
大
薇
害
が
あ

っ
た
が
逍
族
崇
敬
者

の
熱
誡
に

よ
り
、
千
戌
八
年
十

一
月
に
は
阪
神
淡
路
大
震
災
薇
害
修
復
浚
工
本
告
祭
が
執
行
さ
れ
た
。

塊
内
に
は
、
半
と
散
ら
れ
た
美
霊
を
お
慰
め
す
る
為
に
植
樹
さ
れ
た
桜
が
凛
と
し
て
美
し
さ

を

匂

わ

せ

て

い
る

。
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